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(57)【要約】
【課題】折り畳み式やスライド式等の開閉による変形が
可能な携帯端末において、閉状態に変形させた場合でも
、特別なユーザ操作を要求することなく、ユーザが意図
した画面を表示する可能性を高めるようにした携帯端末
を提供する。
【解決手段】複数の筐体からなり、各筐体の相対位置が
変化可能に構成された携帯端末であって、第１の筐体に
配置されており、画像を表示する表示部と、第２の筐体
に配置されており、画像を表示し、接触を検出するタッ
チパネルとを備え、前記タッチパネルが視認可能な開状
態から、前記表示部が視認可能でかつ前記タッチパネル
が前記第１の筐体により、少なくとも一部が覆われる閉
状態へと変化した場合において、前回前記開状態になっ
たときから当該変化までに前記タッチパネル上での接触
が検出されていたときに、当該変化前に前記タッチパネ
ルに表示されていた画像を前記表示部に表示させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の筐体からなり、各筐体の相対位置が変化可能に構成された携帯端末であって、
　第１の筐体に配置されており、画像を表示する表示部と、
　第２の筐体に配置されており、画像を表示し、接触を検出するタッチパネルと、
　前記タッチパネルが視認可能な開状態から、前記表示部が視認可能で、かつ前記タッチ
パネルが前記第１の筐体により、少なくとも一部が覆われる閉状態へと変化したことの検
出を行う検出部と、
　前記検出部による検出が行われた場合において、前回前記開状態になったときから当該
検出までに前記タッチパネル上での接触が検出されているか否かを判定する判定部と、
　前記判定部が肯定的な判定を行った場合に、前記検出部による検出前に前記タッチパネ
ルに表示されていた画像を前記表示部に表示させる継続表示処理を行う制御部とを備える
　ことを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記携帯端末は、更に
　前記表示部の表示面上の接触を検出するタッチセンサを備え、
　前記制御部は、
　前記タッチパネル上での接触が検出されていた場合において、当該タッチパネル上での
接触の検出より後で、かつ、前記検出部による前記閉状態へと変化したことの検出よりも
前に、前記タッチセンサ上での接触が検出されていないときにのみ、前記継続表示処理を
行う
　ことを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記タッチパネルは、
　画像を表示する表示領域に光の照射を行う照明部を備えるものであり、
　前記制御部は、更に
　前記検出部が前記閉状態へと変化したことの検出を行った場合に、前記照射部による前
記照射を停止させる
　ことを特徴とする請求項２記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記検出部は、更に
　前記閉状態から前記開状態へと変化したことの検出を行うものであり、
　前記制御部は、更に
　前記検出部が、前記閉状態から前記開状態へと変化したことの検出を行った場合におい
て、前記継続表示処理を行っていたときには、当該継続表示処理の直前に前記表示部に表
示されていた画像を前記タッチパネルへ表示させると共に、前記照射部による前記照射を
再開させ、前記継続表示処理を行っていないときには、前記照射部による前記照射を再開
させる
　ことを特徴とする請求項３記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記タッチパネル上での接触が、前記検出部による検出の所定時間前から当該検出まで
に検出されていた場合にのみ、前記継続表示処理を行う
　ことを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項６】
　複数の筐体からなり、各筐体の相対位置が変化可能に構成された携帯端末で用いられる
表示制御プログラムであって、
　前記携帯端末は、
　第１の筐体に配置されており、画像を表示する表示部と、
　第２の筐体に配置されており、画像を表示し、接触を検出するタッチパネルとを備え、
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　前記表示制御プログラムは、
　前記タッチパネルが視認可能な開状態から、前記表示部が視認可能で、かつ前記タッチ
パネルが前記第１の筐体により、少なくとも一部が覆われる閉状態へと変化したことの検
出を行う検出ステップと、
　前記検出ステップで検出が行われた場合において、前回前記開状態になったときから当
該検出までに前記タッチパネル上での接触が検出されているか否かを判定する判定ステッ
プと、
　前記判定ステップで肯定的な判定が行われた場合に、前記検出ステップでの検出前に前
記タッチパネルに表示されていた画像を前記表示部に表示させる継続表示処理を行う制御
ステップとを有する
　ことを特徴とする表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のディスプレイを有する携帯電話機等の携帯端末に関し、特に、ユーザ
インタフェースの改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　２つのディスプレイを有する携帯端末が知られている。
　また、携帯端末には、折り畳み式やスライド式等の開閉による変形を可能にしているも
のがある。このような携帯端末では、閉状態においては、筐体のサイズを小さく抑えるこ
と、つまりコンパクト化が可能になる。
　上述のような２つのディスプレイＡとＢとを有する携帯端末を、折り畳み式等の携帯端
末で実現する場合、携帯端末を閉状態から開状態へと変形させると、２つのディスプレイ
ＡとＢとが視認可能になり、開状態から閉状態へと変形させると、ディスプレイＡだけが
視認可能になり、ディスプレイＢは背後に隠れるように、各ディスプレイを配置すること
が考えられる。
【０００３】
　しかしながら、ユーザが、ディスプレイＢの画像を引き続き見たいと考えた場合には、
携帯端末を閉状態へと変形させてコンパクト化することができないという問題がある。
　これに対しては、携帯電話機が、閉状態になったときに、所定のユーザ操作を受け付け
ると、背後に隠れてしまったディスプレイＢの画面をディスプレイＡに表示させる方法が
知られている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２５２９６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１の方法では、ユーザは、携帯電話機を開状態から閉状態に変形させたと
きに、閉状態で視認可能なディスプレイＡを見て、意図した画面が表示されていない場合
に、背後に隠れてしまったディスプレイＢの画面をディスプレイＡに表示させるために、
特別な操作を行って、やっと意図した画面を見ることができる。
　しかしながら、ユーザの利便性を考慮すれば、特別な操作を行うことなく、ユーザが意
図した画面が自動的にディスプレイＡに表示されるほうが望ましい。
【０００６】
　そこで、本発明は係る問題に鑑みてなされたものであり、折り畳み式やスライド式等の
開閉による変形が可能な携帯端末において、閉状態に変形させた場合でも、特別なユーザ
操作を要求することなく、ユーザが意図した画面を表示する可能性を高めるようにした携
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帯端末を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明に係る携帯端末は、複数の筐体からなり、各筐体の
相対位置が変化可能に構成された携帯端末であって、第１の筐体に配置されており、画像
を表示する表示部と、第２の筐体に配置されており、画像を表示し、接触を検出するタッ
チパネルと、前記タッチパネルが視認可能な開状態から、前記表示部が視認可能で、かつ
前記タッチパネルが前記第１の筐体により、少なくとも一部が覆われる閉状態へと変化し
たことの検出を行う検出部と、前記検出部による検出が行われた場合において、前回前記
開状態になったときから当該検出までに前記タッチパネル上での接触が検出されているか
否かを判定する判定部と、前記判定部が肯定的な判定を行った場合に、前記検出部による
検出前に前記タッチパネルに表示されていた画像を前記表示部に表示させる継続表示処理
を行う制御部とを備えることを特徴とする。
【０００８】
　ここで、タッチパネルは、ディスプレイ等の表示部を含んで構成されるものである。
【発明の効果】
【０００９】
　上記構成を備える本発明に係る携帯端末によれば、閉状態に変形させた場合でも、特別
なユーザ操作を要求することなく、ユーザが意図した画面を表示する可能性を高めること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態に係る携帯電話機１００の閉状態及び開状態の外観を示す図である。
【図２】携帯電話機１００の表示例及びユーザ操作例を示す図である。
【図３】携帯電話機１００の表示例を示す図である。
【図４】携帯電話機１００の主要部の機能構成を示すブロック図である。
【図５】携帯電話機１００の制御処理を示すフローチャートである。
【図６】携帯電話機１００の表示例を示す図である。
【図７】携帯電話機２００の開状態及び閉状態の外観を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る携帯端末の実施の形態としての携帯電話機について説明する。
　≪実施の形態≫
　＜装置構成＞
　まず、実施の形態１に係る携帯電話機１００の装置構成について説明する。
　図１（ａ）は、携帯電話機１００の閉状態の外観を示す斜視図であり、（ｂ）は、携帯
電話機１００の開状態の外観を示す斜視図であり、（ｃ）は、携帯電話機１００の開状態
の外観を示す正面図である。
【００１２】
　携帯電話機１００は、図１（ａ）～（ｃ）に示されるように、第１筐体１と第２筐体２
とが相対的に移動可能な、いわゆるスライド式の端末であり、第１筐体１、第２筐体２、
及び第１筐体１と第２筐体２とを連結する連結機構４、４’を備えている。
　第１筐体１には、タッチパネル１１０、スピーカ７及びマイク８が備えられており、第
２筐体２には、タッチパネル１２０及び開閉検出センサ１３０が備えられている。
【００１３】
　なお、開閉検出センサ１３０は、後述するように、携帯電話機１００が開状態なのか、
閉状態なのかを検出するセンサである。
　連結機構４は、図１（ａ）、（ｂ）に示すように、第１筐体１の側面と第２筐体２の側
面とを互いに連結するための連結駒５とピン３０、３１を有している。また、連結機構４
’は、第１筐体１の側面と第２筐体２の側面とを互いに連結するための連結駒５’とピン
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３０’、３１’を有している。なお、ピン３０’、３１’については、図示していない。
ピン３０、３０’は第１筐体１に枢支されると共に、ピン３１、３１’は第２筐体２にス
ライド可能に係合している。
【００１４】
　また、第２筐体２の連結機構４が備えられる側面には、図１（ａ）、（ｂ）に示すよう
に、ピン３１がスライド可能となるようガイド溝６が設けられている。なお、第２筐体２
の連結機構４’が備えられる側面においても、同様に、ピン３１’がスライド可能となる
ようガイド溝６’（図示せず）が設けられている。
　携帯電話機１００は、図１（ａ）に示すように、第２筐体２に第１筐体１が重ね合わさ
り、タッチパネル１２０が視認できない閉状態から、連結機構４、４’により、ピン３１
、３１’がガイド溝６、６’に沿ってスライドすることにより、第１筐体１が第２筐体２
の表面に沿って移動し、その後、ピン３０、３０’それぞれがピン３１、３１’それぞれ
を中心として回転することにより、図１（ｂ）、（ｃ）に示すように、第１筐体１の表面
と第２筐体２の表面とが略同一平面上に揃う開状態となり、タッチパネル１１０及び１２
０が視認可能になる。
【００１５】
　以下の説明では、各タッチパネルに表示されているアイコンやボタン等（以下、「オブ
ジェクト」ともいう）にユーザが指等を接触させることを、オブジェクトを選択するとも
いうこととする。
　＜表示例＞
　次に、携帯電話機１００の表示例を図２及び図３を用いて説明する。
【００１６】
　図２は、携帯電話機１００の表示例及びユーザ操作例を示す図であり、図３は、携帯電
話機１００の表示例を示す図である。
　図２（ａ）では、タッチパネル１１０に、受信したメールの内容（以下、「メール画面
」という）が表示され、タッチパネル１２０に、この受信したメールに添付されていた文
書（以下、「見積書画面」という）が表示され、ユーザが、見積書画面をスクロールさせ
る操作を行おうとしている様子を示している。
【００１７】
　なお、見積書画面は、メール画面上に配置されている添付ファイルボタン１０を選択す
ることで、表示されたものである。
　図２（ａ）に示すように、ユーザが、タッチパネル１２０上で操作した直後に、携帯電
話機１００を開状態から閉状態へ変形させたとすると、図２（ｂ）に示すように、携帯電
話機１００は、開状態から閉状態への変形を検出する直前に操作されていたタッチパネル
１２０上の見積書画面を、タッチパネル１１０に表示されていたメール画面に代えて、そ
のタッチパネル１１０に表示させる。
【００１８】
　なお、タッチパネル１１０に表示される見積書画面は、スクロール操作が行われた結果
、図２（ａ）のタッチパネル１２０に表示されていた見積書画面がスクロールされた画面
となっている。
　上述のように携帯電話機１００が開状態である場合には、タッチパネル１１０及び１２
０が視認可能であるが、開状態から閉状態へと変形させた場合には、タッチパネル１１０
しか視認できないことになる。
【００１９】
　そのため、携帯電話機１００は、開状態から閉状態へと変形されたことを検出すると、
開状態において、タッチパネル１１０及び１２０に表示させていた画面のうち、ユーザが
直前に操作していたタッチパネルの画面をタッチパネル１１０に表示させるものである。
　これは、ユーザが携帯電話機１００を開状態から閉状態へと変形させた場合、その変形
の直前にユーザが操作していたタッチパネルの画面を、ユーザは引き続き参照したいだろ
うと推定できるためである。
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【００２０】
　このように携帯電話機１００は、開状態から閉状態への変形の直前の各タッチパネルに
対するユーザの操作状態に応じて、閉状態においてユーザが参照したいだろう画面を自動
的に判定して表示するので、ユーザは、特に表示を切り替えるための操作を行うことなく
、意図した画面を参照し続けられる可能性を高めることができる。
　また、ユーザが、携帯電話機１００を、図２（ｂ）に示す閉状態から開状態へと変形さ
せたとすると、図３に示すように、携帯電話機１００は、図２（ｂ）でタッチパネル１１
０に表示されていた見積書画面を引き続きタッチパネル１１０に表示させ、タッチパネル
１２０には図２（ａ）でタッチパネル１１０に表示されていたメール画面を表示させる。
即ち、メール画面及び見積書画面は、図２（ａ）で表示されていたタッチパネルとは異な
るタッチパネルに表示されることになる。
【００２１】
　＜機能構成＞
　図４は、携帯電話機１００の主要部の機能構成を示すブロック図である。
　携帯電話機１００は、同図に示すように、タッチパネル１１０、１２０、開閉検出セン
サ１３０、接触情報記憶部１４０、メモリ１４１及び制御部１５０を備える。
　なお、同図は、本発明の特徴を実現する上で重要な各機能構成要素の関係を示しており
、通常の携帯電話機が備える通信部や、図１で示したスピーカ７、マイク８等の図示は省
略している。また、携帯電話機１００は、プロセッサ及びメモリを含んで構成されており
、制御部１５０の各機能は、上述のメモリに記憶されているプログラムを上述のプロセッ
サが実行することにより実現される。
【００２２】
　タッチパネル１１０は、表示部１１１と入力部１１２と照明部１１３とを、タッチパネ
ル１２０は、表示部１２１と入力部１２２と照明部１２３とを備える。
　各表示部は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）を含み、制御部１５０からの指示を受
けて文字やアイコン等の画像をＬＣＤに表示する回路である。各ＬＣＤの画素数（横×縦
）は８００×４８０画素であるものとする。
【００２３】
　また、各入力部は、ユーザによる接触を検出し、検出している間、単位時間（例えば、
２５ｍｓ）毎に、その接触位置の座標値（ｘ，ｙ）を制御部１５０に送出する回路である
。
　なお、図１（ｃ）の各タッチパネルの左上の頂点の座標値は（０，０）であるとし、右
下の頂点の座標値は（７９９，４７９）であるものとして説明する。また、各入力部は、
例えば、静電容量方式のタッチセンサにより実現される。
【００２４】
　また、各照明部は、対応する表示部を照明するバックライトであり、制御部１５０の指
示に従って、点灯し、又は消灯するものである。
　開閉検出センサ１３０は、携帯電話機１００が開状態と閉状態とのいずれの状態である
かを示す信号（以下、「検出信号」という）を出力する機能を有し、例えば、第１筐体１
に埋め込まれた磁石の磁力を検知するホールセンサにより実現される。
【００２５】
　接触情報記憶部１４０は、各入力部から受領した座標値等と、その座標値を受領した時
刻と、その座標値の送出元の入力部が含まれるタッチパネルを示す情報（以下、「パネル
番号」という）とからなる情報（以下、「接触情報」という）を格納するためのメモリ領
域である。
　メモリ１４１は、各表示部に表示する画面を構成するデータ（以下、「描画データ」と
いう）を格納するための２つの領域ｍ１、ｍ２を有するメモリ領域である。
【００２６】
　制御部１５０は、一般的な携帯電話機が有する機能の他、特に、開閉検出センサ１３０
から受信した検出信号の内容に基づいて、各表示部への表示を制御する機能を有し、接触
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検出部１５１、判定部１５２、表示制御部１５３、照明制御部１５４、処理実行部１５５
を含んで構成される。
　接触検出部１５１は、各入力部から送出された座標値の受領に基づいて、各タッチパネ
ル上での接触を検出し、受領した座標値とその座標値を受領した時刻とパネル番号とから
なる接触情報を接触情報記憶部１４０に格納する機能を有する。時刻は、図示しない計時
部から随時得られる値（例えば、１ｍｓ単位の時刻の値）を用いて得る。
【００２７】
　なお、本実施の形態では、接触検出部１５１は、一例として、座標値の送出元が入力部
１１２である場合には、パネル番号として「１」を、座標値の送出元が入力部１２２であ
る場合には、パネル番号として「２」と格納するものとする。
　判定部１５２は、開閉検出センサ１３０からの検出信号が示す状態が、開状態から閉状
態へと変化した際に、接触情報記憶部１４０に記憶されている最新の時刻を含む接触情報
（以下、「最新の接触情報」という）に基づいて、特定接触が行われたか否かを判定する
機能を有する。
【００２８】
　ここで、特定接触とは、前回開状態に変化したときから、現在時刻までの間にタッチパ
ネル１２０上で行われた接触のうち、特に、現在時刻より所定時間（例えば、「１０秒」
）前から現在時刻までの間に行われた接触をいう。
　また、判定部１５２は、携帯電話機１００が開状態であるか閉状態であるかを示す情報
（以下、「状態情報」という）をメモリ１４１上で管理しており、開閉検出センサ１３０
からの検出信号が示す状態が変化した際に、変化後の状態を示すように、この状態情報を
更新する。本実施の形態では、判定部１５２は、一例として、検出信号が開状態を示すよ
うに変化した場合には、状態情報を「０」に更新し、検出信号が閉状態を示すように変化
した場合には、状態情報を「１」に更新するものとする。
【００２９】
　表示制御部１５３は、メモリ１４１の２つの領域ｍ１、ｍ２と各表示部１１１、１２１
との対応付けを管理しており、この対応付けと判定部１５２が管理する状態情報とに基づ
いて各表示部の表示を制御する機能を有する。各表示部の表示をどのように制御するかに
ついては後に詳細に説明する（図５参照）。
　また、表示制御部１５３は、判定部１５２による特定接触が行われた旨の判定に基づい
て上記対応付けを更新する。即ち、例えば、領域ｍ１と表示部１１１とが対応付けられ、
領域ｍ２と表示部１２１とが対応付けられている場合に、特定接触が行われた旨の判定が
なされると、表示制御部１５３は、領域ｍ１と表示部１２１とを、領域ｍ２と表示部１１
１とを対応付けるように更新する。
【００３０】
　また、表示制御部１５３は、各領域と各表示部との対応付けの状態を示す情報（以下、
「対応付け情報」という）をメモリ１４１で管理しており、一例として、領域ｍ１と表示
部１１１とが、領域ｍ２と表示部１２１とがそれぞれ対応付けられている場合には「０」
を、領域ｍ１と表示部１２１とが、領域ｍ２と表示部１１１とがそれぞれ対応付けられて
いる場合には「１」を設定するものとする。
【００３１】
　照明制御部１５４は、判定部１５２が管理する状態情報に基づいて、特に照明部１２３
の点灯及び消灯を制御する機能を有する。
　処理実行部１５５は、接触情報記憶部１４０に格納された接触情報に含まれる座標値及
びパネル番号に基づいて、接触位置を特定し、接触位置に対応する処理を実行する機能を
有する。
【００３２】
　ここで、接触位置に対応する処理とは、格納された接触情報に含まれるパネル番号が示
すタッチパネル上の、その接触情報に含まれる座標値が示す位置に、配置されているオブ
ジェクト（アイコン、ボタン等）に割り当てられている処理をいう。
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　なお、処理実行部１５５は、領域ｍ１と表示部１１１とが、領域ｍ２と表示部１２１と
がそれぞれ対応付けられている場合を前提として、オブジェクトの情報（サイズ、形状、
座標等の配置）を表示されるべき表示部毎に管理しており、このオブジェクトの情報と上
記対応付け情報とに基づいて、接触された位置に、オブジェクトが配置されているかを判
定する。
【００３３】
　即ち、例えば、格納された接触情報に含まれるパネル番号が「１」である場合には、タ
ッチパネル１１０上において接触が行われたことになるが、対応付け情報が「０」である
ときと、対応付け情報が「１」であるときとでは、参照すべき情報が異なる。
　つまり、対応付け情報が「０」である場合には、領域ｍ１と表示部１１１とが、領域ｍ
２と表示部１２１とがそれぞれ対応付けられていることになるので、表示部１１１のオブ
ジェクトの情報を参照して、接触された位置にオブジェクトが配置されているかを判定す
る。
【００３４】
　一方、格納された接触情報に含まれるパネル番号が「１」であっても、対応付け情報が
「１」である場合には、領域ｍ１と表示部１２１とが、領域ｍ２と表示部１１１とがそれ
ぞれ対応付けられていることになるので、表示部１２１のオブジェクトの情報を参照して
、接触された位置にオブジェクトが配置されているかを判定する必要がある。
　＜動作＞
　次に、上記構成を備える携帯電話機１００の動作について、図５を用いて説明する。
【００３５】
　図５は、携帯電話機１００の制御処理を示すフローチャートである。
　同図に示す制御処理は、携帯電話機１００の電源がＯＮになると開始され、特に図示し
ていないが、電源がＯＦＦになると終了される。
　また、特に図示していないが、携帯電話機１００の電源がＯＮになると、制御部１５０
の表示制御部１５３は、携帯電話機１００が備える不揮発性メモリ（不図示）に記憶され
ている待受画面を構成する各描画データを予め定められているメモリ１４１の領域ｍ１、
ｍ２に格納し、対応付け情報を「０」に設定する。
【００３６】
　同図に示すように、判定部１５２は、開閉検出センサ１３０から出力されている検出信
号が、開状態を示すのか、閉状態を示すのかを判定し（ステップＳ１）、閉状態を示す場
合には（ステップＳ１：閉状態）、閉状態を示すように、つまり、「１」に状態情報を設
定し、制御部１５０は、後述するステップＳ８から処理を行う。
　一方、ステップＳ１で、開状態を示す場合には（ステップＳ１：開状態）、判定部１５
２は、開状態を示すように、つまり、「０」に状態情報を更新し、表示制御部１５３は、
状態情報が「０」なので、領域ｍ１に格納されている描画データを表示部１１１に、領域
ｍ２に格納されている描画データを表示部１２１にそれぞれ表示させ、照明制御部１５４
は各照明部を点灯させる（ステップＳ２）。なお、判定部１５２は、状態情報を「０」に
更新した際の時刻を、図示しない計時部から随時得られる値を用いて得ておくものとする
。
【００３７】
　接触検出部１５１は、いずれかのタッチパネルで指等の接触が検出されたか否かを、い
ずれかの入力部（１１２又は１２２）から座標値を受領したか否かに基づいて判定し（ス
テップＳ３）、接触が検出された場合には（ステップＳ３：ＹＥＳ）、受領した座標値と
その座標値を受領した時刻とパネル番号とからなる接触情報を接触情報記憶部１４０に格
納する。処理実行部１５５は、接触検出部１５１により格納された接触情報に含まれるパ
ネル番号及び座標値に基づいて、接触された位置に対応する処理を実行し、処理結果の画
面を構成する各描画データを各領域ｍ１、ｍ２に格納する。表示制御部１５３は、領域ｍ
１に格納されている描画データを表示部１１１に、領域ｍ２に格納されている描画データ
を表示部１２１にそれぞれ表示させる（ステップＳ４）。



(9) JP 2011-205532 A 2011.10.13

10

20

30

40

50

【００３８】
　例えば、格納された接触情報に含まれるパネル番号が示すタッチパネルの表示部上の、
その接触情報に含まれる座標値が示す位置に、アイコンが配置されている場合には、処理
実行部１５５は、そのアイコンに割り当てられている処理を実行し、表示制御部１５３は
、処理結果の画面を各表示部に表示させる。
　なお、接触された位置に、アイコン等のオブジェクトが配置されておらず、対応する処
理が存在しない場合には、処理実行部１５５及び表示制御部１５３は、特に処理を行わな
い。
【００３９】
　ステップＳ４の処理を完了し、又は、ステップＳ３で接触を検出しなかった場合に（ス
テップＳ３：ＮＯ）、判定部１５２は、開閉検出センサ１３０からの検出信号が閉状態を
示すかを判定し（ステップＳ５）、開状態を示す場合には（ステップＳ５：ＮＯ）、再び
ステップＳ３から処理を開始する。
　一方、ステップＳ５で、閉状態を示す場合には（ステップＳ５：ＹＥＳ）、判定部１５
２は、閉状態を示すように、つまり、「１」に状態情報を更新し、接触情報記憶部１４０
に格納されている最新の接触情報に基づいて、特定接触があったか否かを判定する（ステ
ップＳ６）。
【００４０】
　即ち、判定部１５２は、最新の接触情報に含まれるパネル番号が「２」であり、かつ、
その最新の接触情報に含まれる時刻が、前回開状態になった際の時刻以降の時刻で、現在
時刻の所定時間（この例では１０秒）前から現在時刻までに含まれる場合に、特定接触が
あったと判定する（ステップＳ６：ＹＥＳ）。
　また、判定部１５２は、最新の接触情報に含まれるパネル番号が「１」である場合、そ
の最新の接触情報に含まれる時刻が、前回開状態になった際の時刻以降の時刻でない場合
、又は、その最新の接触情報に含まれる時刻が、現在時刻の所定時間（この例では１０秒
）前から現在時刻までに含まれない場合に、特定接触はなかったと判定する（ステップＳ
６：ＮＯ）。
【００４１】
　ステップＳ６で特定接触はあったと判定した場合に（ステップＳ６：ＹＥＳ）、表示制
御部１５３は、領域ｍ１と表示部１２１とを、領域ｍ２と表示部１１１とをそれぞれ対応
付けるように対応付けを更新し（ステップＳ７）、対応付け情報を「１」に更新する。
　ステップＳ７の処理を完了し、又はステップＳ６で特定接触はなかったと判定した場合
に（ステップＳ６：ＮＯ）、表示制御部１５３は、状態情報が「１」なので、表示部１１
１と対応付けられた領域の描画データを、表示部１１１に表示させ、表示部１２１への表
示を停止させる（ステップＳ８）。また、この際、照明制御部１５４は、照明部１２３を
消灯させる。
【００４２】
　即ち、表示制御部１５３が、上記ステップＳ７の処理を実行している場合には、領域ｍ
２に格納された描画データが表示されるので、つまり、ステップＳ８の処理前に、表示部
１２１に表示されていた画面が表示部１１１に表示される。一方、表示制御部１５３が、
上記ステップＳ７の処理を実行していない場合には、領域ｍ１に格納された描画データが
表示されるので、つまり、ステップＳ８の処理前に、表示部１１１に表示されていた画面
が、引き続き表示される。
【００４３】
　接触検出部１５１は、ステップＳ３と同様に、いずれかのタッチパネルで指等の接触が
検出されたか否かを判定し（ステップＳ９）、接触が検出された場合には（ステップＳ９
：ＹＥＳ）、ステップＳ３で肯定的な判定（ステップＳ３：ＹＥＳ）と同様に接触情報を
接触情報記憶部１４０に格納する。
　また、処理実行部１５５は、接触検出部１５１により格納された接触情報に含まれるパ
ネル番号及び座標値に基づいて、接触された位置に対応する処理を実行し、処理結果の画
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面を構成する各描画データを各領域ｍ１、ｍ２に格納し、表示制御部１５３は、表示部１
１１と対応付けられた領域の描画データを、表示部１１１に表示させる（ステップＳ１０
）。
【００４４】
　なお、接触された位置に、アイコン等が存在せず、対応する処理が存在しない場合に、
処理実行部１５５及び表示制御部１５３が特に処理を行わないのは、ステップＳ４と同様
である。
　ステップＳ１０の処理を完了し、又は、ステップＳ９で接触を検出しなかった場合に（
ステップＳ９：ＮＯ）、判定部１５２は、開閉検出センサ１３０からの検出信号が開状態
を示すかを判定し（ステップＳ１１）、閉状態を示す場合には（ステップＳ１１：ＮＯ）
、制御部１５０は、再びステップＳ９から処理を行い、開状態を示す場合には（ステップ
Ｓ１１：ＹＥＳ）、判定部１５２は、開状態を示すように、つまり、「０」に状態情報を
更新し、制御部１５０は、再びステップＳ２から処理を行う。
【００４５】
　なお、判定部１５２は、状態情報を「０」に更新した際の時刻を、図示しない計時部か
ら随時得られる値を用いて得ておく。
　＜具体例＞
　上述した携帯電話機１００の動作について、図５に示すフローチャートに即して、図６
、図２及び図３に示す具体例を用いて説明する。
【００４６】
　以下の説明を開始する時点で、携帯電話機１００は開状態であるものとし、ユーザは、
図６（ａ）に示す待受画面上のメールアイコン１１を選択し、図６（ｂ）に示すメールア
プリケーションの画面で、添付ファイルボタン１０を選択し、図２（ａ）に示す見積書画
面上でスクロール操作を行った後、携帯電話機１００を閉状態に変形し、その後、再び携
帯電話機１００を開状態にするものとする。なお、メールアイコン１１が選択されると、
メールアプリケーションが起動されるものとする。
【００４７】
　図６は、携帯電話機１００の表示例を示す図である。
　図５に示すように、判定部１５２は、開閉検出センサ１３０から出力されている検出信
号が、開状態を示すのか、閉状態を示すのかを判定し（ステップＳ１）、この例では、開
状態を示すので（ステップＳ１：開状態）、判定部１５２は、状態情報を「０」に更新し
、この際の時刻を取得し、表示制御部１５３は、状態情報が「０」なので、各領域ｍ１、
ｍ２に格納されている各描画データをそれぞれ対応する表示部（１１１、１２１）に表示
させ、照明制御部１５４は各照明部を点灯させる（ステップＳ２）。
【００４８】
　この例では、電源がＯＮになった直後なので、例えば、図６（ａ）に示すように待受画
面が各表示部に表示される。
　接触検出部１５１は、いずれかのタッチパネルで指等の接触が検出されたか否かを判定
し（ステップＳ３）、この例では、ユーザが、図６（ａ）のメールアイコン１１を選択す
るので、接触が検出され（ステップＳ３：ＹＥＳ）、接触検出部１５１は、接触情報を接
触情報記憶部１４０に格納する。
【００４９】
　この例では、処理実行部１５５は、接触検出部１５１により格納された接触情報に含ま
れるパネル番号及び座標値に基づいて、接触された位置に対応する処理として、メールア
イコン１１に割り当てられているメールアプリケーションの起動処理を実行し、表示制御
部１５３は、図６（ｂ）に示すように、起動されたメールアプリケーションの画面を各表
示部に表示させる（ステップＳ４）。
【００５０】
　ステップＳ４の処理を完了すると、判定部１５２は、開閉検出センサ１３０からの検出
信号が閉状態を示すかを判定し（ステップＳ５）、この例では、開状態を示すので（ステ
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ップＳ５：ＮＯ）、接触検出部１５１は、いずれかのタッチパネルで指等の接触が検出さ
れたか否かを判定し（ステップＳ３）、この例では、ユーザが、図６（ｂ）の添付ファイ
ルボタン１０を選択するので、接触が検出され（ステップＳ３：ＹＥＳ）、接触検出部１
５１は、接触情報を接触情報記憶部１４０に格納する。
【００５１】
　この例では、処理実行部１５５は、接触された位置に対応する処理として、添付ファイ
ルボタン１０に割り当てられている添付ファイルの内容を、図２（ａ）に示すように、表
示部１２１に表示させる処理を実行し、表示制御部１５３は、図２（ａ）に示すように、
表示部１１１には引き続きメール画面を表示させ、表示部１２１に見積書画面を表示させ
る（ステップＳ４）。
【００５２】
　ここで、添付ファイルの内容を表示させる処理は、添付ファイルの種別に従って対応す
るアプリケーションを起動させ、そのアプリケーション上で添付ファイルを表示させる処
理である。ステップＳ４の例では、添付ファイルの見積書ファイルがワープロアプリケー
ションにより作成されているため、ワープロアプリケーションが起動され、そのワープロ
アプリケーション上で添付ファイルが表示される。
【００５３】
　ステップＳ４の処理を完了すると、判定部１５２は、開閉検出センサ１３０からの検出
信号が閉状態を示すかを判定し（ステップＳ５）、この例では、開状態を示すので（ステ
ップＳ５：ＮＯ）、接触検出部１５１は、いずれかのタッチパネルで指等の接触が検出さ
れたか否かを判定し（ステップＳ３）、この例では、ユーザが、見積書画面上でスクロー
ル操作を行うので、接触が検出され（ステップＳ３：ＹＥＳ）、接触検出部１５１は、接
触情報を接触情報記憶部１４０に格納する。
【００５４】
　この例では、処理実行部１５５は、接触された位置に対応する処理として、見積書画面
のスクロール処理を実行し、表示制御部１５３は、表示部１１１には引き続きメール画面
を表示させ、表示部１２１にスクロール処理後の見積書画面を表示させる（ステップＳ４
）。
　ステップＳ４の処理を完了すると、判定部１５２は、開閉検出センサ１３０からの検出
信号が閉状態を示すかを判定し（ステップＳ５）、この例では、閉状態を示すので（ステ
ップＳ５：ＹＥＳ）、判定部１５２は、状態情報を「１」に更新し、接触情報記憶部１４
０に格納されている最新の接触情報に基づいて、特定接触があったか否かを判定する。
【００５５】
　この例では、上記スクロール操作は、タッチパネル１２０上で行われているので、最新
の接触情報に含まれるパネル番号は「２」であり、かつ、ここでは、その最新の接触情報
に含まれる時刻が、前回開状態になった際の時刻以降の時刻で、現在時刻の所定時間（こ
の例では１０秒）前から現在時刻までに含まれるとすると、判定部１５２は、特定接触は
あったと判定し（ステップＳ６：ＹＥＳ）、表示制御部１５３は、領域ｍ１と表示部１２
１とを、領域ｍ２と表示部１１１とをそれぞれ対応付けるように対応付けを更新し（ステ
ップＳ７）、対応付け情報を「１」に更新する。
【００５６】
　ステップＳ７の処理を完了すると、表示制御部１５３は、状態情報が「１」なので、図
２（ｂ）に示すように、表示部１１１と対応付けられた領域ｍ２に格納された描画データ
（スクロール後の見積書画面）を、表示部１１１に表示させ、表示部１２１への表示を停
止させる（ステップＳ８）。また、この際、照明制御部１５４は、照明部１２３を消灯さ
せる。
【００５７】
　接触検出部１５１は、ステップＳ３と同様に、いずれかのタッチパネルで指等の接触が
検出されたか否かを判定し（ステップＳ９）、この例では、接触が検出されないので（ス
テップＳ９：ＮＯ）、判定部１５２は、開閉検出センサ１３０からの検出信号が開状態を
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示すかを判定し（ステップＳ１１）、この例では、開状態を示すようになると（ステップ
Ｓ１１：ＹＥＳ）、判定部１５２は、状態情報を「０」に更新し、この際の時刻を取得す
る。
【００５８】
　表示制御部１５３は、状態情報が「０」なので、図３に示すように、表示部１１１と対
応付けられた領域ｍ２に格納された描画データ（スクロール後の見積書画面）を引き続き
表示部１１１に表示させ、表示部１２１と対応付けられた領域ｍ１に格納された描画デー
タ（メール画面）を表示部１２１に表示させ、照明制御部１５４は引き続き照明部１１３
は点灯させ、照明部１２３を点灯させる（ステップＳ２）。
【００５９】
　≪補足≫
　以上、本発明に係る携帯端末を、実施の形態に基づいて説明したが、以下のように変形
することも可能であり、本発明は上述した実施の形態で示した通りの携帯電話機に限られ
ないことは勿論である。
　（１）実施の形態では、ユーザにより特定接触がなされた後に、携帯電話機１００が閉
状態に変形された場合に、その変形の直前に表示部１２１に表示されていた画面が、その
まま表示部１１１に表示されるものとして説明したが、表示部１２１に表示されていた画
面の全体又は一部を拡大又は縮小して表示部１１１に表示させてもよいし、表示部１２１
に表示されていた画面の内容を反映した画面を表示部１１１に表示させるようにしてもよ
い。
【００６０】
　ここで、表示部１２１に表示されていた画面の内容を反映した画面とは、表示部１２１
に表示されていた画面の情報量を維持しつつもその外観が異なる画面をいい、表示部１２
１に表示されていた画面を構成するオブジェクトの配置を変更した画面や、表示部１２１
に表示されていた画面の配色を変更した画面等が一例として挙げられる。
　この表示部１２１に表示されていた画面の内容を反映した画面を表示部１１１に表示さ
せるという変形を実現するためには、例えば、各画面を構成する各オブジェクトの情報（
サイズ、形状、色、座標等の配置）に基づいて、色や配置等は変更されつつも、各オブジ
ェクトが含まれるように新たな各画面を生成し、生成した画面に対応するように、上記各
オブジェクトの情報も生成する必要がある。なお、再び閉状態から開状態へと変形された
際に、元の色や配置等で画面を表示する場合には、上記生成された各オブジェクトの情報
は、元の各オブジェクトの情報とは別に管理する必要がある。
【００６１】
　また、実施の形態では、各表示部のＬＣＤの画素数は同一であり、ＬＣＤの形状は、略
矩形状であるとして説明したが、各ＬＣＤの画素数は異なってもよいし、各ＬＣＤの形状
は、例えば、円形状、その他多角形状であってもよく、表示部１１１と表示部１２１とで
、ＬＣＤの画素数や形状が異なる場合に、上述の表示部１２１に表示されていた画面の全
体又は一部を拡大又は縮小して表示部１１１に表示させる変形や、表示部１２１に表示さ
れていた画面の内容を反映した画面を表示部１１１に表示させる変形が有効である。
【００６２】
　（２）実施の形態では、携帯電話機１００の動作の具体例として、携帯電話機１００が
閉状態に変形された後、タッチパネル１１０上での接触を検出することなく、再び携帯電
話機１００が開状態にされた場合を例にして説明した。そのため、図２（ｂ）のタッチパ
ネル１１０の表示部１１１と、図３のタッチパネル１１０の表示部１１１とに表示されて
いる各画面が同一であり、図２（ａ）のタッチパネル１１０の表示部１１１と、図３のタ
ッチパネル１２０の表示部１２１とに表示されている各画面が同一であるものとして説明
した。
【００６３】
　しかしながら、閉状態において、タッチパネル１１０上での接触を検出された場合に（
図５のステップＳ９：ＹＥＳ）、処理実行部１５５は、接触された位置に対応する処理を
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実行し、処理結果の画面を構成する各描画データを各領域ｍ１、ｍ２に格納するので、図
２（ｂ）のタッチパネル１１０の表示部１１１と、図３のタッチパネル１１０の表示部１
１１とに表示されている各画面とが異なる場合も当然あり、図２（ａ）のタッチパネル１
１０の表示部１１１と、図３のタッチパネル１２０の表示部１２１とに表示されている各
画面が異なる場合も当然ある。
【００６４】
　また、実施の形態では、携帯電話機１００が開状態から閉状態に変形された際に、表示
制御部１５３が各表示部と各領域ｍ１、ｍ２との対応付けを更新していた場合において、
携帯電話機１００が再び開状態へと変形されても、この対応付けは更新しないものとして
説明したが、対応付けを元に戻すように、即ち、携帯電話機１００が開状態から閉状態に
変形される前の対応付けになるように更新し、更新後の対応付けに基づいて表示を行うよ
うにしてもよい。また、閉状態へと変形されてからの経過時間を所定時間以内（例えば、
数分以内）である場合にのみ、上記対応付けを元に戻すようにしてもよい。
【００６５】
　（３）実施の形態では、携帯電話機１００が閉状態へと変形された場合に、表示部１２
１への表示を停止させ、照明部１２３を消灯させるものとして説明したが、表示は継続し
たまま、照明部１２３の消灯のみを行うようにしてもよい。
　（４）実施の形態に係る携帯電話機１００は、スライド式の携帯電話機であるものとし
て説明したが、他の外観を有する携帯電話機、例えば、図７（ａ）～（ｃ）に示されるよ
うな折りたたみ式の携帯電話機２００であってもよい。
【００６６】
　携帯電話機２００は、タッチパネル２１０を備える第１筐体２０１とタッチパネル２２
０及び開閉検出センサ２３０を備える第２筐体２０２とが互いに開閉可能に構成されてい
る。
　図７（ａ）に示すように、この携帯電話機２００は、第１筐体２０１と第２筐体２０２
とが互いに開き、各タッチパネルが視認可能な開状態から、図７（ｂ）、（ｃ）に示すよ
うに、第１筐体２０１を第２筐体に対して１８０°回転させた後に、第１筐体２０１と第
２筐体とを互いに閉じることで、第２筐体２０２が備えるタッチパネル２２０が第１筐体
２０１の背後に隠れ、第１筐体２０１が備えるタッチパネル２１０のみが視認可能な閉状
態へとその形状を変化させることができる。
【００６７】
　図７（ａ）の状態で、ユーザが、タッチパネル２２０上で操作した直後に、図７（ｂ）
、（ｃ）に示すように、携帯電話機２００を閉状態に変形させることで、図７（ｃ）のよ
うに、携帯電話機２００が閉状態においても、変形前に、タッチパネル２２０に表示され
ていた画面をタッチパネル２１０に表示させて、ユーザは、このタッチパネル２２０に表
示された画面を見ることができるようになる。
【００６８】
　（５）実施の形態に係る各タッチパネルの入力部は、静電容量方式のタッチセンサによ
り実現するものとして説明したが、この静電容量方式のタッチセンサとして、多数の電極
パターンをプラスチックやガラス等の基板上に形成し、接触点の近傍の複数の電極パター
ンによる電流量の比率を計測することで判別する投影型や、導電膜と基板とを有して構成
され、基板の隅に電極を設け、導電膜による均一な電界を形成し、指等の接触による隅の
端子の電流量の比率を計測して接触位置を判別する表面型等、適宜なものを用いることが
できる。
【００６９】
　また、各タッチパネルの入力部は、静電容量方式のタッチセンサにより実現される場合
に限らず、電子ペン等の専用のペンを用いる電磁誘導方式や、２層構造の透明電極からな
るマトリクススイッチ方式や、２枚の抵抗膜の１枚に電圧を印加し、他方の抵抗膜におい
て操作した位置に応じた電圧を検知する抵抗膜方式や、振動波の跳ね返りを圧電素子の電
圧変化によって検出し、指等の接触を検知する表面弾性波方式や、遮光された赤外線によ
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り指等が接触した位置を検出する赤外線方式や、画面に光センサを組み込んで接触位置を
検知する光センサ方式等により実現されてもよい。
【００７０】
　（６）実施の形態に係る携帯電話機１００は、通常の使用状態において、ユーザから見
て、タッチパネル１１０とタッチパネル１２０とが略同一平面上の上下に配置されるもの
として説明したが、左右に配置されるようにしてもよい。
　また、実施の形態に係る携帯電話機１００は、図１（ｃ）に示すように開状態で、タッ
チパネル１１０とタッチパネル１２０とが略同一平面上に配置されるものとして説明した
が、開状態で、各タッチパネルが視認可能な態様であれば、どのような配置でもよい。
【００７１】
　例えば、開状態で、第１筐体１のタッチパネル１１０を含む表面と、第２筐体２のタッ
チパネル１２０を含む表面とが略平行になるように配置されてもよいし、第１筐体１のタ
ッチパネル１１０を含む表面と、第２筐体２のタッチパネル１２０を含む表面との間に、
各タッチパネルが視認可能な程度の角度が生じるように配置されてもよい。
　（７）実施の形態では、特定接触があったか否かの判定に用いる所定時間を１０秒とし
て説明したが、これは一例であり、これより短い時間（例えば、５秒）でもよいし、これ
より長い時間（例えば、１分）でもよいし、ユーザが任意の値を設定できるようにしても
よい。また、実施の形態に係る携帯電話機１００の使用開始時において、ユーザに、タッ
チパネル１２０上での操作と、その後の閉状態への変形を行わせ、その結果に基づいて、
上記所定時間を設定するようにしてもよい。
【００７２】
　但し、この所定時間を特定接触があったか否かの判定に用いた理由は、携帯電話機１０
０を開状態から閉状態へと変形させた時点より、あまりにも過去（例えば、数日前）にタ
ッチパネル１２０で操作が行われていたとしても、そのタッチパネル１２０に表示されて
いた画面を、閉状態への変形後にユーザが引き続き参照したいとは考えにくいためである
。従って、この趣旨に反しない限度で、所定時間を設定するほうが望ましい。
【００７３】
　また、特定接触があったか否かの判定に、この所定時間を用いないようにしてもよいし
、ユーザが用いるかどうかを設定できるようにしてもよい。この所定時間を用いないよう
にした場合には、図５のステップＳ６では、最新の接触情報に含まれるパネル番号が「２
」であり、かつ、その最新の接触情報に含まれる時刻が、前回開状態になった際の時刻以
降の時刻である場合に、特定接触があったと判定することになる。
【００７４】
　（８）実施の形態において説明した各構成要素のうち、全部又は一部を１チップ又は複
数チップの集積回路で実現してもよいし、コンピュータのプログラムで実現してもよいし
、その他どのような形態で実現してもよい。
　（９）実施の形態において説明した各タッチパネルからの入力に対する処理（図５参照
）をＣＰＵに実行させるためのプログラムを、記録媒体に記録し又は各種通信路等を介し
て、流通させ頒布することもできる。このような記録媒体には、ＩＣカード、光ディスク
、フレキシブルディスク、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等がある。流通、頒布されたプログ
ラムは、機器におけるＣＰＵで読み取り可能なメモリ等に格納されることにより利用に供
され、そのＣＰＵがそのプログラムを実行することにより実施の形態で示した携帯電話機
の各機能が実現される。
【００７５】
　また、上記実施の形態では、タッチパネル１１０、タッチパネル１２０に表示される画
面の一例として、メール画面や見積書画面を用いたが、本発明はこのような画面が表示さ
れる場合に限定されるものではなく、その他本発明の趣旨の範囲内で任意の画面を表示画
面として用いることが可能である。
　また、上記実施の形態では、タッチパネル１１０及びタッチパネル１２０に表示され、
入れ替えられる画面例として、別個のアプリケーションによる画面、即ち、メールアプリ
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ケーションとワープロアプリケーションによる画面としたが、本発明はこのような場合に
限定されるものではなく、タッチパネル１１０及びタッチパネル１２０に表示される表示
画面として、それぞれ１個のアプリケーションによる表示画面であるとしてもよい。
【００７６】
　例えば、タッチパネル１１０及びタッチパネル１２０には、１つの画像表示アプリケー
ション（例えば、地図表示アプリケーション）による画面が表示されているとしてもよい
。この場合、この１つの画像表示アプリケーションによるタッチパネル１１０及びタッチ
パネル１２０上の表示画面に対して、上記実施の形態の処理により、表示されるタッチパ
ネルの切り替えが行われる。
【００７７】
　（１０）実施の形態に係る携帯電話機に、上記（１）～（９）の一部又は全部の変形を
組み合わせて適用してもよい。
　（１１）本発明の実施の形態に係る携帯端末は、複数の筐体からなり、各筐体の相対位
置が変化可能に構成された携帯端末であって、第１の筐体に配置されており、画像を表示
する表示部と、第２の筐体に配置されており、画像を表示し、接触を検出するタッチパネ
ルと、前記タッチパネルが視認可能な開状態から、前記表示部が視認可能で、かつ前記タ
ッチパネルが前記第１の筐体により、少なくとも一部が覆われる閉状態へと変化したこと
の検出を行う検出部と、前記検出部による検出が行われた場合において、前回前記開状態
になったときから当該検出までに前記タッチパネル上での接触が検出されているか否かを
判定する判定部と、前記判定部が肯定的な判定を行った場合に、前記検出部による検出前
に前記タッチパネルに表示されていた画像を前記表示部に表示させる継続表示処理を行う
制御部とを備えることを特徴とする。
【００７８】
　上記構成を備える本発明の実施の形態に係る携帯端末によれば、前回開状態になったと
きから閉状態になるまでの間に、タッチパネル上で接触が検出されていた場合には、タッ
チパネルに表示されていた画像を閉状態でも視認可能な表示部に表示させる。
　ここで、ユーザが携帯端末を開状態から閉状態へと変化させる直前にタッチパネル上で
操作を行っていた場合には、ユーザは、このタッチパネルの画面を引き続き参照したいだ
ろうと推定できる。従って、この所定時間を比較的短い時間に設定することにより、特別
なユーザ操作を要求することなく、ユーザが意図した画面を表示する可能性を高めること
ができる。
【００７９】
　（１２）また、前記携帯端末は、更に前記表示部の表示面上の接触を検出するタッチセ
ンサを備え、前記制御部は、前記タッチパネル上での接触が検出されていた場合において
、当該タッチパネル上での接触の検出より後で、かつ、前記検出部による前記閉状態へと
変化したことの検出よりも前に、前記タッチセンサ上での接触が検出されていないときに
のみ、前記継続表示処理を行うこととしてもよい。
【００８０】
　これにより、本発明の実施の形態に係る携帯端末によれば、前回開状態になったときか
ら閉状態になるまでの間に検出された直近の接触が、タッチパネル上での接触である場合
にのみ、このタッチパネルに表示されていた画像を表示部に表示させる。
　これは、もしも、携帯端末を開状態から閉状態へと変化させる直前にタッチセンサ上で
接触が検出されている場合には、閉状態へと変化させた後もユーザは、タッチパネルに表
示されていた画面ではなく、表示部に表示されていた画面を引き続き参照したいだろうと
推定できるためである。
【００８１】
　従って、この携帯端末は、開状態から閉状態へと変化した場合に、閉状態でも視認可能
な表示部に、ユーザが意図した画面を表示する可能性を更に高めることができる。
　（１３）また、前記タッチパネルは、画像を表示する表示領域に光の照射を行う照明部
を備えるものであり、前記制御部は、更に前記検出部が前記閉状態へと変化したことの検
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出を行った場合に、前記照射部による前記照射を停止させることとしてもよい。
【００８２】
　これにより、本発明の実施の形態に係る携帯端末によれば、開状態から閉状態への変化
が検出された際に、第１の筐体により、少なくとも一部が覆われているタッチパネルの表
示領域への光の照射を停止させるので、消費電力を低減できる。
　（１４）また、前記検出部は、更に前記閉状態から前記開状態へと変化したことの検出
を行うものであり、前記制御部は、更に前記検出部が、前記閉状態から前記開状態へと変
化したことの検出を行った場合において、前記継続表示処理を行っていたときには、当該
継続表示処理の直前に前記表示部に表示されていた画像を前記タッチパネルへ表示させる
と共に、前記照射部による前記照射を再開させ、前記継続表示処理を行っていないときに
は、前記照射部による前記照射を再開させることとしてもよい。
【００８３】
　これにより、本発明の実施の形態に係る携帯端末によれば、閉状態から開状態への変化
が検出された場合において、タッチパネルに表示されていた画像を表示部に表示させる継
続表示処理がなされていたときには、その継続表示処理がなされる前に、表示部に表示さ
れていた画像をタッチパネルに表示させるので、表示部及びタッチパネルを有効に活用す
ることができる。
【００８４】
　また、開状態への変化が検出された場合に、この携帯端末は、継続表示処理により表示
部に表示されるようになった画像を引き続き表示部に表示させるので、継続表示処理によ
り表示部に表示されるようになった画像をタッチパネルに表示しなおす場合と比較し、違
和感のない表示を実現できる。
　（１５）また、前記制御部は、前記タッチパネル上での接触が、前記検出部による検出
の所定時間前から当該検出までに検出されていた場合にのみ、前記継続表示処理を行うこ
ととしてもよい。
【００８５】
　これにより、本発明の実施の形態に係る携帯端末によれば、所定時間（例えば、数分程
度）を設定することで、タッチパネル上で操作した後、この携帯端末を開状態のまま、例
えば、数時間程度放置し、その後閉状態にしたような場合に、継続表示処理が行われてし
まうといったことを防ぐことができる。ユーザが、タッチパネル上で操作した後、何時間
も経ってから閉状態にした場合には、このタッチパネルの画面を引き続き参照したいとは
考えにくいためである。
【００８６】
　（１６）本発明に係る携帯端末の表示部及びタッチセンサとタッチパネルとは、実施の
形態に係る携帯電話機１００のタッチパネル１１０、１２０に相当し、本発明に係る携帯
端末の検出部は、実施の形態に係る携帯電話機１００の開閉検出センサ１３０に相当し、
本発明に係る携帯端末の判定部及び制御部は、実施の形態に係る携帯電話機１００の制御
部１５０に相当する。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明に係る携帯端末は、ユーザが、タッチパネルを用いた操作を行う場合に利用され
る。
【符号の説明】
【００８８】
　　１、２０１　　第１筐体
　　２、２０２　　第２筐体
　　４、４’　　連結機構
　　５　　連結駒
　　６　　ガイド溝
　　７　　スピーカ
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　　８　　マイク
　　３０、３０’３１、３１’　　ピン
　　１００、２００　　携帯電話機
　　１１０、１２０、２１０、２２０　　タッチパネル
　　１１１、１２１　　表示部
　　１１２、１２２　　入力部
　　１１３、１２３　　照明部
　　１３０、２３０　　開閉検出センサ
　　１４０　　接触情報記憶部
　　１４１　　メモリ
　　１５０　　制御部
　　１５１　　接触検出部
　　１５２　　判定部
　　１５３　　表示制御部
　　１５４　　照明制御部
　　１５５　　処理実行部

【図１】 【図２】
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